
外国人留学生向け 

Campus Guide 

2024年度 学部3・4年生（編・転入生） 

大学院3年生向け 

別途Campus Guideと照らし合わせて読みましょう。 



知りたいことはなんですか？ 

Q2:学修に関すること（7ページの続き） 

 34  「外国人留学生入試」以外の入試制度で合格した外国人留学生の方へ 

 34  外国人留学生は、出席カードを必ず提出しましょう！～UIPA出席管理システムの使い方～ 

Q4:経済的な支援について（15ページの続き） 

Q1:本学学生としての基礎知識（3ページの続き） 

030  大学院学年暦、授業時間について 

 31  学部学年暦に、授業時間について 

 32  「留学」資格を保有する外国人留学生が必ず行うべき国際センターへの報告と相談 

032  通学状況確認の日程表 

033  外国人留学生の在籍確認ルール 

 33  出入国管理および難民認定法について 

 

 35  奨学金制度を利用するには、どうすればよいですか？ 

 35  外国人留学生のための奨学金制度（給付）一覧 （学部） 

 36  外国人留学生のための奨学金制度（給付）一覧 （大学院） 

 37  授業料減免制度を利用するには、どうすればよいですか？ 

 37  家庭の事情で、学費の支払いが困難になりました。 

 38  引っ越しする場合、なにか必要な手続きはありますか？ 

 38  大学による連帯保証人制度 

 38  日本から完全帰国する場合、どのような手続きが必要ですか？ 

 39  卒業後は旅行などをしてから帰国したいのですが、留学ビザを持ったまま日本に滞在しても良いですか？ 

 39  卒業後は起業活動をしたいのですが、日本に滞在するためのビザの種類が分かりません。 

 40  アルバイトする時の注意点はありますか？ 

 40  外国人留学生向けのアルバイトを紹介してくれる「大阪外国人雇用サービスセンター」 

 40  アルバイト代にかかる税金が多く、手元にあまり残りません。税金を正しい納税方法を教えてください。 

 40  アルバイト等における課税免除（所得税の免除）を受けたい時の手続き① 

     ～租税条約における源泉徴収～  

 41  アルバイト等における課税免除（所得税の免除）を受けたい時の手続き② 

     ～租税条約の免除を知らなかった場合～ 

 41  アルバイト等における課税免除（所得税の免除）を受けたい時の手続き③ 

     ～確定申告～ 

 42  国民健康保険に、加入しないといけないですか？ 

 42  国民健康保険料を支払うことが難しいです。免除できる方法はありますか？ 

 42  社会保障協定（社会保障の国際協定） 



知りたいことはなんですか？ 

Q6:大学生活をもっと楽しく（19ページの続き） 

Q5:各種手続きについて（18ページの続き） 

043  休学期間中の在留カードは、ずっと持っていても良いですか？ 

 43  退学・除籍・卒業した時、在留カードは、ずっと持っていても良いですか？ 

 43  留学ビザの在留期間を更新をしたいです。 

 43  「留学」資格の在留期間更新許可申請の方法 

 44  アルバイトを始めます。資格外活動許可を申請したいです。 

 44  資格外活動許可申請の方法 

 44  長期休暇期間に日本を出国したいのですが、何か必要な手続きはありますか？ 

 44  卒業後も継続的に就職活動をしたいのですが、留学ビザのまま滞在してもよいですか？ 

 44  特定活動資格申請の手続き 

 45  内定をもらいました。でも勤務開始日まで、まだ数か月あります。今のビザのままで、滞在できますか？ 

 46  内定後の「特定活動」資格への資格変更許可申請の方法 

 46  1週間について28時間を超える資格外活動許可申請の方法 

 46  滞在資格の申請手続きは、自分で申請しますか？ 

 47  アカデミックアドバイザーに対して、みなさんにして欲しいこと 

 47  外国人留学生同士の集まりはありますか？ 

 47  国際センター事務課／国際センターは、外国人留学生の学生生活を、サポートします！ 

 47  聖ヨハネホール（国際センターの横）の利用方法 

 48  キャリアセンター事務課／キャリアセンターに外国人留学生の担当者がいます。外国人留学生対象の 

     就職説明会を開催します。 

 48  留学生対象のインターンシップや資格取得を希望していますが、相談できますか？ 

 48  保健室／診察を無料で受けられます。 

 48  定期健康診断を受けると、どのような良いことがあるの？  

 49  国際センターに提出する『新年度提出書類』のご案内 

 49  提出期限と提出物／母国でも見ることができるメールアドレス登録のお願い 

 50  外国人留学生の4～5月分スケジュール 



◆学年暦について 

 学年暦とは、大学の一年間のスケジュールのことです。大学は休日を変更します。そのため学年暦で必ず確認しましょう。 

◆2024年度 大学院学年暦（スケジュール） 

Q1:本学学生としての基礎知識（３ページの続き） 

◆授業時間（月曜日～土曜日） 

１限目 9:20～10:50 

２限目 11:00～12:30 

３限目 13:20～14:50 

４限目 15:00～16:30 

５限目 16:40～18:10 
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◆学年暦について 

 学年暦とは、大学の一年間のスケジュールのことです。大学は休日を変更します。そのため学年暦で必ず確認しましょう。 

◆2024年度 学部学年暦（スケジュール） 

Q1:本学学生としての基礎知識（３ページの続き） 

◆授業時間案内（月曜日～土曜日） 

１限目 9:20～10:50 

２限目 11:00～12:30 

３限目 13:20～14:50 

４限目 15:00～16:30 

５限目 16:40～18:10 
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◆「留学」資格を保有する外国人留学生が必ず行うべき国際センターへの報告と相談 

 以下の手続きや報告せず放置した場合、不利益になることがありますので、十分注意してください。  

    ① 毎月の通学状況確認（通学サイン） ※ 下記の日程をご覧ください。  

    ② 在留カードの更新・在留資格の変更を行う場合  

   ③ 国民健康保険証を申請・更新した場合  

   ④ 日本国内の電話番号やメール・住所の変更を行う場合  

   ⑤ アルバイトの開始やアルバイト先を変更する場合  

   ⑥ 日本を出入国する場合  

   ⑦ 就職先が決定した場合 

   ⑧ 休学・退学などを検討している場合  など・・・  

◆通学状況確認の日程表 

 毎月初めの指定期間を確認し、国際センターで必ず「通学状況確認」を行ってください。 

Q1:本学学生としての基礎知識（３ページの続き） 
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◆外国人留学生の在籍確認ルール 

 文部科学省より、全ての大学に対して留学生の受け入れと在籍確認を適切に行うよう通知があり、これに従い、 

以下のとおりルールを定めています。 ご理解とご協力をお願いします。 

◆当月の通学状況確認日から翌月末までに、国際センターに行き通学状況確認を行わなかった場合（1ヶ月間） 

①文部科学省と入国管理局に対し、『所在不明の届出』を提出します。 

  最悪の場合、不法残留とみなされ、日本から退去させられることがあります。 （下図を参照） 

②学業成績や大学生活についての状況確認と学生本人との面談内容などから検討を行い、学生が留学目的を 

   達成できる見込みがないと判断された場合は、退学などの処分を行い、帰国の手続きを進めることになります。 

例 

4月の 

通学状況確認 

完了 

 5月の 

通学状況確認 

未確認 

6月初旬 

出入国在

留管理庁

に報告 

今後申請する滞在資

格の審査に影響を与

える可能性あり 

◆本学卒業（修了）後も、日本に継続して滞在する場合 

①大学卒業後に日本で就職する場合は、就職内定先の報告と併せ、在留資格変更許可申請状況について 

  国際センターに報告してください。 

②在留期間が残っていても、卒業後は「留学」資格のまま就職活動を継続することはできません。 

 継続就職活動を目的とする「特定活動」ビザへの変更が必要です。（下図を参照） 

卒業（修了）しても 

在留期間が残存している 

場合 

留学資格のまま 

滞在できません 

成績条件等が当てはまる場合は、卒業（修了）前に就職活動のための 

『特定活動』資格を国際センターで申請する。 

日本の出国審査を受ける時に、在留カードを返納し、完全に帰国する。 

◆本学卒業後に帰国を希望する場合、または退学・除籍する場合 

帰国日程が決まったら、帰国先と帰国日の報告と併せて、航空券（Ｅチケット）のコピーを国際センターに 

提出してください。  

◆学業継続の見込みが見られない場合 

◆出入国管理および難民認定法について 

◆卒業・修了・退学者・除籍者・所在不明者等の定期報告 

◆在留資格の取り消し 

「留学」資格の外国人留学生が3ヶ月以上、大学で学習していない、もしくは卒業・退学・除籍・休学になったが、 

日本に滞在し続けると在留資格取消の対象になります。最悪の場合、退去強制となり、以降5年間日本上陸を 

拒否され、学修の再開が認められないことがありますのでご注意ください。 

退学・除籍・休学の予定がある場合は、事前に必ず国際センターにお知らせください。 

Q1:本学学生としての基礎知識（３ページの続き） 
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大学からの指導があるにも関わらず、長期欠席や成績不振が続く場合は、進路にかかる面談を実施します。 

その後も学業成績について改善が見られない者には、退学勧告等の対応を行うことがあります。 

この場合、帰国日程が決まったら、帰国先と帰国日の報告と併せて、航空券（Ｅチケット）のコピーを 

国際センターに提出してください。 

本学に在籍する外国人留学生の卒業・修了・退学者・除籍者・所在不明者等について文部科学省および 

東京出入国在留管理局へ定期報告を行います。 

在留資格の変更・在留期間の更新、住所変更する場合は、必ず国際センターにご連絡ください。 



Q2:学修に関すること（6ページの続き） 

「外国人留学生入試」“以外”の入試制度で合格した外国人留学生の方へ （学部生対象） 

桃山学院大学では、必修科目として、外国語科目を履修（みなさんの場合、「日本語」）を履修します。 

つまり、留学ビザを持っている方は、全員日本語を履修します。 

外国人留学生は、必ず授業ごとに出席登録をしましょう！ 

大学は、外国人留学生が受講する全科目の出席状況を管理するように求められています。 

これは、大阪出入国在留管理局から大学へ出席状況に関する問い合わせがあった場合、報告するための根拠 

となるものです。成績評価のための出席管理とは別のものです。  

その他に、成績証明書に出席率を記入する必要ある場合にも根拠となるものです。日本滞在中や卒業後に、 

いつ出席率を提出する必要かあるか分からないため、必ず出席する授業ごとに科目担当の教員の指示に従い、 

出席登録をしましょう。 
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Q4:経済的な支援について（14ページの続き） 

Q.奨学金制度を利用するには、どうすればよいですか？ 

  本学で外国人留学生が利用できる奨学金制度は以下のとおりです（2023年度の例）。 

  出願方法などは国際センターからメール配信やM-Portの「お知らせ」、聖ヨハネホール内にある正規生の掲示版や    

  国際センター窓口でご案内します。必ず確認し、申請してください。 

  奨学生選考にあたっては本人の学習状況や面接等で総合的に判断しますが、最も重要な内容は成績です。 

  日頃から勉強を頑張るようにしましょう。外部団体の奨学金制度の概要については、変更されることがありますので、 

  必ず各団体のHPや「お知らせ」メールから最新情報をご確認ください。  

  なお、奨学金に関する手続はすべて学生本人が行う必要があります。 

A. 

! 注意: 学内奨学金は学費引落口座に振り込むため、ゆうちょ銀行の口座登録を必ず行いましょう。  

    登録がない場合は、学内奨学金の振込日も遅れることがあります。 

 ◆外国人留学生のための学外奨学金制度（給付）一覧 （2023年度の例） 

下記は一部条件のみを表記していますので、お知らせが届いたら応募資格をご確認ください。  

【学部】 
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 ◆外国人留学生のための学外奨学金制度（給付）一覧 （2022年度の例） 

Q4:経済的な支援について（14ページの続き） 

下記は一部条件のみを表記していますので、お知らせが届いたら応募資格をご確認ください。  

【大学院】 
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Q.外国人留学生対象の学内奨学金の申込方法を教えてください（3年生以上向け） 

A. 

A. 

! 注意: 審査に1ヶ月程度要しますので、学費の延納手続を必ず行ってください。学費納入後の返金はできま 

    せん。また、本申請(事情の説明、願書の提出、面接参加)は、留学生本人が全て行います。 37 

 

Q4:経済的な支援について（14ページの続き） 

本学の「私費外国人留学生授業料減免規程」に基づいて､経済的に修学が困難な私費外国人留学生に対して 

授業料減免措置を行う制度です。面接および書類選考で減免対象者を決定します。ただし、国民健康保険または 

それに準ずる保険に加入していない外国人留学生は、授業料の減免申請ができませんので、必ず加入してください。  

最短修業年限内で、在留資格「留学」を有する者。 

また経済的に修学が困難であり、かつ国民健康保険、もしくはそれに準ずる保険に加入している者。 

 

【学部】GPA1.5以上で、前年度までの在籍年数×31単位以上を修得している者。 

     半年単位で休学したものは、半年あたり16単位に計算します。 

     前年度成績により年間授業料の20％減免、成績上位者のうち、若干名が40％減免の対象者となります。 

【大学院】GPA3.0以上 

 ◆授業料減免条件ならびに選考方法 

 ◆減免方法 

１年間とします。毎年申請が必要です。 

 ◆減免額 

 対象者への減免額 ： 年度所定の授業料額の20％（学部145,800円、大学院105,000円） 

               年度所定の授業料額の40％（学部291,600円、大学院210,000円） 

  

【減免前の学費】 

  学部 春学期  入学申込金 230,000円＋授業料364,500円＋施設費150,000円  計744,500円 

      秋学期                   授業料364,500円＋施設費150,000円  計514,500円 

 

大学院の外部進学者 前期  入学金300,000円＋授業料262,500円＋施設費100,000円  計662,500円  

              後期               授業料262,500円＋施設費100,000円  計362,500円  

 

大学院の内部進学者  前期  授業料262,500円＋施設費 75,000円  計337,500円 

               後期   授業料262,500円＋施設費 75,000円  計337,500円 

Q.家庭の事情で、学費の支払いが困難になりました。 

  授業料減免（応急減免）制度があります。さまざまな理由により家計が急変し学業の継続が困難だと分かった 

  場合は、 できる限り早く国際センター窓口でご相談ください。 

  減免条件と提出書類について、ご説明します。減免額は年間授業料のうち、学部は15万円。大学院は10万円。 

  ただし、通常の減免制度と合わせて、学期授業料の上限内です。 

突発的事由の例 

大地震等による被災／主たる家計支持者の死亡・失職・長期入院など 

申請期限 

春学期5/20まで ／ 秋学期11/20まで 

   ◆減免期間 

秋学期授業料（または後期）納付時に実施します。秋学期（または後期）授業料から年間の減免額 

（20％または40％）を差し引き、指定の郵便局口座から引き落とします。 秋入学者は、春学期の授業 

料納付時に実施します。 



Q4:経済的な支援について（14ページの続き） 

 ① 市区町村での諸手続き   

   出入国港において在留カードを交付された方は，住居地を定めてから14日以内に市区町村の窓口に届け 

   出てください。また、引っ越した時も14日以内に移転先と転出先の市区町村の窓口に届け出てください。 

   国民健康保険料や税金などについて、日本を離れた後も請求されるなど、不利益が生じることになります 

   ので、必ず届け出をしてください。届出の際は、在留カードが必要です。  

 ② M-Portで、次の順番で教務課①窓口で、住所変更届を提出してください。 

 ③ 国際センターに、住所変更後の在留カード（両面）のコピーと、賃貸契約書のコピーを提出してください。 

大学による連帯保証人制度 

 日本で宿舎を借りる際には、連帯保証人を要求されます。連帯保証人は自分でさがしてください。 

 ただし、どうしても見つけることができない場合には、国際センターにご相談ください。 

 大学による連帯保証人制度の適用を受けるためには、「留学生住宅総合補償」による保険加入が条件 

 です。詳しくは、国際センターへお問い合わせください。  

Q.引っ越しする場合、なにか必要な手続きはありますか？ 

A. 

Q.日本から完全に帰国する場合、どのような手続きが必要ですか？ 

① 市区町村 

 日本での留学を終えて日本を出国する場合、居住地区の市（区）役所にて、以下の手続きを行いましょう。 

  

 【持ち物】マイナンバーカード、パスポート、在留カード、国民健康保険証、国民年金手帳（加入者のみ） 

   

  1）転出の届出 

     住民登録担当窓口で転出の届出を行う→マイナンバーカードの返納 

     ※ 最初に「転出届」を住民登録担当窓口に提出→国民健康保険・国民年金の脱退手続きを行う 

   

  2）国民健康保険の脱退 ・ 清算手続き 

      国民健康保険担当窓口で国民健康保険の脱退手続きを行う→保険証を返却する→ 

     保険料の過不足を清算する必要があれば、窓口で清算する。 

   

  3）国民年金の脱退（加入者のみ） 

      国民年金担当窓口で脱退手続きを行う。   

 

②銀行 

 銀行・郵便局の窓口に通帳とキャッシュカードを持って、口座の解約手続きを行いましょう。 

 公共料金や各種支払いが銀行・郵便局の口座引き落としになっている場合、口座の解約前に清算しましょう。 

 

③住居 

 帰国する1か月以上前、または、契約書に記載されている期日までに、家主または不動産業者に退去することを 

 伝え、契約の解除をしましょう。部屋を退去する時は、入居時と同じように部屋を綺麗にしましょう。家具や寝具 

 などの大型ゴミは粗大ごみです。住居地区の市・区役所に確認して、処分しましょう。 

 

④電気 ・ ガス ・ 水道 ・ インターネット回線 ・ 携帯電話 

 各種契約の解約手続きを行い、料金を精算しましょう。 

A. 
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Q4:経済的な支援について（14ページの続き） 

Q.卒業後は旅行などをしてから帰国したいのですが、留学ビザを持ったまま日本に滞在しても良いですか？ 

A. 

⑤自転車の防犯登録の解除（加入者のみ） 

  最寄りの警察署・交番に行って、防犯登録の解除の手続きをしましょう。 

   

  【持ち物】防犯登録カード、在留カードまたはパスワード、自転車 

 

⑥出入国在留管理局 

  所属（活動）機関に関する届出（窓口 ・ 郵送 ・ オンラインで受付します。） 

   「離脱」、「移籍」、「離脱と移籍」など手続きをする必要があります。書類は下記URLよりダウンロードできます。 

 （法務省）https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html 

 

⑦在留カード 

 留学期間が終了し、日本を出国する時は、空港で在留カードを入国審査官に返納して（渡して）ください。 

 返却し忘れた場合は、下記まで在留カード郵送してください。 

  

 【返納郵送先】〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階  

                    東京出入国在留管理局おだいば分室  

          電話番号：(国番号81)03-3599-1068 

 

⑧各種証明書の発行 

  帰国した後の就職活動や進学などで、桃山学院大学の各種証明書が必要な場合があります。 

  そのため、帰国前に証明書自動発行機で成績証明書（和文・英文）、卒業証明書／修了証明書（和文・ 

  英文）を多めに発行し、持って帰りましょう。 
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90日間に限り、在留資格を「短期滞在」に変更することができます。下記を参照し、ご自身で在留資格変更 

手続きを行ってください。 

 

（法務省）https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html 

 

【提出書類】 

①在留資格変更許可申請書 1通 

②パスポート及び在留カードの提示 

③「短期滞在」への変更を必要とする理由書（書式自由） 1通 

④出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料（航空券等）適宜（提示） 

⑤身分を証する文書等（取次証明書、戸籍謄本等）提示 

※上記⑤は、申請人以外の方が申請書を提出する場合に、申請書等を提出できる方かどうかを確認するために 

 必要です。 

 また、申請人以外の方が申請書等を提出する場合であっても、上記2の「申請人のパスポート及び在留カード 

 の提示」が必要です。 

Q.卒業後は起業活動をしたいのですが、日本に滞在するためのビザの種類が分かりません。 

A. 大学等を卒業した留学生が、卒業後、起業活動を行う場合は、最長180日まで短期滞在の在留資格に変更 

できます（特定活動11-1）。下記を参照し、卒業月の3前から国際センターにご相談ください。 

国際センターで面接を行い、推薦状の発行について検討いたします。 

（法務省）https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities13_1.html 



1週について28時間以内（「留学」の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で 

定める長期休業期間にあるときは、1日につき8時間以内）の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を 

受ける活動と決められています。上記の長期休業期間とは、夏休み・冬休み・春休みを指します。詳しい日程 

については、学年暦で確認してください。  

注意: ・休学中にアルバイトした場合、処罰され、日本国から強制退去になります。 

    ・本学では、アルバイト状況の報告が義務付けられています。アルバイトの開始や変更時は、その都度、アルバイト状況届出書を 

     提出してください。 

    ・禁止されているアルバイト 

      Ⅰ．風適法第２条第１項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動 

         (例)：客の接客をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が１０ルクス以下の喫茶店・ 

              バー、麻雀屋・パチンコ店・スロットマシン設置業などで行うアルバイト 

      Ⅱ．風適法第２条第６項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動 

         (例)：ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト 

      Ⅲ．風適法第２条第７項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動 

         (例)：出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等に従事するアルバイト 

      Ⅳ．風適法第２条第８項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動 

         (例)：インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等に従事するアルバイト 

      Ⅴ．風適法第２条第９項にいう「店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動 

         (例)：いわゆるテレホンクラブの営業に従事するアルバイト 

      Ⅵ．風適法第２条第１０項にいう「無店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動  

         (例)：いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト 

    ・個人輸出入・報酬を受ける代理販売は資格許可違反になるので、絶対にしないこと。 

! 

外国人留学生向けのアルバイトを紹介してくれる「大阪外国人雇用サービスセンター」 

 日本の厚生労働省の管轄する大阪外国人雇用センターでアルバイト情報の提供を受けられます。 

   場所：阪急グランドビル16階（大阪市北区角田町8-47） 

   （大阪外国人雇用サービスセンター）https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/ 

Q.アルバイトする時の注意点はありますか？ 

A. 
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Q.アルバイト代にかかる税金が多く、手元にあまり残りません。税金の正しい納税方法を教えてください。 

A. 

アルバイト等における税免除（所得税の免除）を受けたい時の手続き①～租税条約における源泉徴収～ 

租税条約とは、国際的な二重課税や脱税行為を排除するために、二国間で締結される条約のことをいい、日本に 

おいては、国内法と租税条約との内容が異なる際には、常に租税条約が優先されます。つまり、国内法で課税され 

る場合でも、租税条約により免税となる場合があります。租税条約の内容は国ごとに異なりますので、ご自身で確 

認することをオススメします。 

 

毎年、提出期限までに課税免除に関する届出書を、最寄りの税務署に提出してください。 

ただし、2社以上のアルバイトに従事している場合は、全てのアルバイト先に届出書を提出しましょう。 

アルバイト先が変わらなければ、毎年、届出書を提出する必要はありません。 

（次のページに続く） 

Q4:経済的な支援について（14ページの続き） 

外国人留学生がアルバイト収入を学費や生活費として使う場合、日本政府と租税条約を結んでいる特定の国に 

は、免除される税金があります。また租税条約を結んでいない国についても、毎年2月～3月の間に、確定申告を 

行えば、払いすぎた税金が還付（返還）される場合があります。 



対象者：母国が日本の租税条約を相手国になっている方 

     （インド、インドネシア、ベトナム、韓国、タイ、中国、フィリピン、マレーシアなど全45国（2024年度時点）） 

 

提出書類：①租税条約に関する届出（国税庁URLからダウンロードできます。） 

                 （教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税 

                   および復興特別所得税の免除）のコピー  

        ②大学が発行した在学証明書の原本 

        ③パスポート、在留カードの原本（場合によってはコピーも必要） 

        ④会社が発行した雇用契約書と源泉徴収票 

 

提出期限：日本に入国した日から、最初に報酬・交付金等の支払いを受ける日の前日まで 

提出場所：最寄りの税務署（源泉所得税担当） 

 

（国税庁）https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_46.htm 

（租税条約締結国一覧表）https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2003/japanese/tab/tab31.htm 

Q4:経済的な支援について（14ページの続き） 

アルバイト等における税免除（所得税の免除）を受けたい時の手続き②～租税条約の免除を知らなかった時～ 

租税条約のことを知らずに源泉徴収をした場合には、支払いがあった日から5年以内に下記書類を提出すること 

で、すでに支払った源泉税（税金）を還付（返還）できます。 

「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を印刷し、必要事項を記入の上、アルバイト先に提出します。 

アルバイト先が変わっている場合、自分で最寄りの税務署に提出してください。 

還付されるまで1～2か月くらいかかります。 

 

提出書類：①租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 

        ②租税条約に関する届出書 

        ③アルバイト当時の在籍期間証明書（入学・卒業年月日があれば尚良い） 

        ④パスポート、在留カード 

               ⑤当時の源泉徴収票（手元にない場合はその雇用先に請求しましょう） 

（国税庁）https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/260.pdf 
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アルバイト等における税免除（所得税の免除）を受けたい時の手続き③～確定申告～ 

給与以外の所得が20万円以上ある場合や、2か所以上から20万円以上の給与をもらっている場合は、確定 

申告する必要があります。 

毎年2月16日～3月15日の間に、前年の1月1日～12月31日までの総収入から必要経費を差し引いた 

収入金額（課税対象額）に対してかかる税額が、すでに支払った税額（源泉徴収税額）に比べて多いか 

少ないかを申告し、最終的な税額を決めています。これを所得税の確定申告と呼びます。 

確定申告すると、支払った税金が多い場合は、還付される（返ってくる）ことがあります。 

 

対象者：給与以外の所得が20万円以上ある場合や、2か所以上から20万円以上の給与をもらっている場合 

      アルバイト代が130万円以下の場合、勤労学生控除の手続きを年末調整または確定申告を通じて 

      行えば、国税は免除となります。 

対象期間：前年の1月1日～12月31日 

確定申告時期：毎年2月16日～3月15日（曜日によって変わります。） 

確定申告場所：自分が住んでいる市区町村を管轄する税務署 

還付時期：3月以降 

（次のページに続く） 
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Q.国民健康保険に、加入しないといけないですか？ 

日本に3カ月以上在留する外国人は、被保険者資格を満たし、「国民健康保険」への加入が義務づけられて 

います。 

日本の医療費は、諸外国に比べ非常に高いといわれています。例えば、風邪で診療を受けた場合、全額自己 

負担の場合、１回の受診で10,000円程かかります。虫歯の治療費も一本数万円かかることがあります。 

そのため、日本に住む全ての人は、何らかの「医療保険」に加入することが法律で定められています。 

国民健康保険に加入していると、病気や怪我をした時に、病院の診察・治療を3割自己負担で受けられます。  

A. 

 ◆国民健康保険の加入手続きと資格喪失の場合の手続き 

皆さんの居住地の市役所または区役所で加入を受け付けます。 

卒業や他市に転出する場合､市役所または区役所に、すぐに届け出てください。  

 ◆保険料の減額 

国民健康保険への加入にあたっては､月々の保険料が必要です。 

学生の皆さんは、居住地の役所の国民健康保険課の窓口で「所得申請書」を提出し、減額基準に該当した 

場合、減額します。 【申請場所：最寄りの市区町村の国民健康保険課】 

 ◆学内奨学金・授業料減免の必須要件 

加入していない場合は、各種奨学金（学内奨学金を含む）と授業料減免制度の対象になりません。 

未払いの場合は銀行口座を差し押さえられ、多額の延滞料の支払いが科される事例があります。 

期日までに必ずお支払いください。  

Q4:経済的な支援について（14ページの続き） 

持ち物：前年にアルバイトしていた会社から受け取った『源泉徴収票』、学生証、銀行口座番号（還付用）、 

      印鑑、マイナンバー  

（確定申告書等作成のWEB）https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm 

Q.国民年金保険料を支払うことが難しいです。免除できる方法はありますか？ 

外国人留学生は国民年金に加入することが義務づけられています。「学生納付特例制度」があり、在学中は保険 

料を納められなくても加入後の期間は保険加入期間として認めてもらえ、さらに障がい者になったときには障害年金 

をもらえます。通常、市(区)役所や町村役場で申請や、本学学生支援課でも受付可能です。 

保険料免除を受けると、将来の年金受給額が減りますが、免除等を受けた後に免除期間の保険料を10年以内に 

追加納付すれば、将来の年金受給額は、全額納付した場合と同額になります。 

A. 
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社会保障協定（社会保障の国際協定） 

例えば、中国の場合、中国と日本の二重加入を防止するため、母国を出国した日から5年間は母国の社会保障 

制度にのみ、加入することが決められています（日本の国民年金保険には加入しません）。 

 

そのため、日本に到着して5年以内の方は、学生納付特例制度を使うと有利です。 

 

【社会保障協定を締結している相手国（2022年現在）】 

ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、 

ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン 

（署名済未発行国）イタリア 

 

【脱退一時金】 

日本国籍ではないが、被保険者資格を喪失し、日本国を出国した場合、日本に住所がなくなった日から2年以内に 

脱退一時金を請求することができます。支払った保険料の一部が払い戻されます。 

（手続きの詳細）https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20141125.html 
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Q5:各種手続について（17ページの続き） 

休学期間中の在留カードは、ずっと持っていても良いですか？ 

出入国管理及び難民認定法により、在留資格「留学」に係る活動を継続3カ月以上行っていない場合 

（ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く）は、在留資格を取消 

されることがあります。休学はこれに該当しますので、教務課学籍異動係と国際センターに相談し、休学手続きを 

行ってください。なお、休学中は、日本に滞在できません。そのため、資格外活動（アルバイト）も認められません。 

在留カードは、出国審査時に必ず返納しましょう。  

退学・除籍・卒業した時、在留カードは、ずっと持っていても良いですか？ 

卒業または退学した後は、「留学」資格の在留期間が残っていても帰国することになります。 

在留カードは、出国審査時に必ず返納しましょう。もし、日本に継続して滞在する場合は、すぐに「留学」資格 

から適切な在留資格に変更してください。「留学」資格のまま滞在することは違法になります。  

! 注意: 休学・退学（除籍）する学生は、在留期間に余裕があったとしても、日本に滞在できません。 

    すぐに出国準備を進め、出国審査時に在留カードを返却してください。 

    国際センターは大学内の休学・退学（除籍）に関する手続きが完了したことを確認した後、出入国在 

    留在留管理庁に受入れ終了の報告を行います。  

Q.留学ビザの在留期間を更新したいです。 

  国際センターで在留期間更新の手続きについてご相談ください。 

  在留期限の3ヶ月前から、大阪出入国在留管理局で申請できます。 

A. 

 ◆大阪出入国在留管理局で申請する手続き  

住居地以外に変更があった場合（結婚して姓や国籍・地域が変わった場合等）は、旅券、写真及び在留カードを 

持って、出入国在留管理局で手続しましょう。原則、申請した日に、新しい在留カードをもらえます。  

「留学」資格の在留期間更新許可申請の方法 

 外国人留学生（「留学」資格）として日本に在留を許可される期間は、法務省入国管理局により、3カ月～ 

4年3カ月のどれかに決まります。 

 日本で教育を続けて受ける場合、在留期間更新の手続きが必要です。大阪出入国在留管理局は、在留期限 

の3カ月前から更新許可申請を受け付けます。そのため、在留期間の満了する当日までに、下記の書類を国際 

センターに提出して、手続きを必ず進めてください。  

 また、下記書類①～⑨（新入生は①～⑪）がすべて整うまで、国際センターは受け付けません。 

 

  ① 交付願 

     国際センター窓口またはメールでデータをもらって、提出しましょう。 

  ② 在留期間更新許可申請書 

    国際センターは申請書のEXCELデータをメールで送付します。その後「申請人作成用」の1～3のシート 

    にパソコンで入力し、国際センター（ryugakusei@andrew.ac.jp）にメールで提出してください。 

  ③ 在学証明書または入学許可書 原本  

    ※ 入学後は在学証明書を使います。 在学証明書は英文を選び、発行しましょう。 

      在学証明書は学内の証明書自動発行機にて発行できます。発行料無料。 

  ④ パスポート 原本 

  ⑤ 在留カード 原本 

  ⑥ 国民健康保険被保険者証 原本 

  ⑦ 写真1葉（縦4cm×横3cm、最近3カ月以内に撮影） 

     ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付してください。 
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  ⑧ 成績証明書 原本 

       新入生の場合 ： 直近まで在籍していた教育機関が発行した「成績証明書」 

     在学生の場合 ： 証明書自動発行機で発行できます。※ 英文を選んで、発行しましょう。 

  ⑨ 手数料4,000円分の印紙 

     入国管理局で手数料分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出します。 

 

新入生は下記書類も提出してください。 

  ⑩ 出席率証明書 ： 直近まで在籍していた教育機関が発行したもの 

  ⑪ 卒業（修了）証明書 ： 直近まで在籍していた教育機関が発行したもの  

Q.アルバイトを始めます。資格外活動許可を申請したいです。 

  在留資格（留学）は留学生としての勉学・研修に関連した活動しかできません。 

  授業に支障のない範囲内でアルバイトを行う場合は、大阪出入国在留管理局から資格外活動の許可を得る 

  必要があります。在留資格更新・申請時に、一緒に申請しましょう。  

A. 

資格外活動許可申請の方法 

以下①～③を準備し、大阪出入国在留管理局に行き、自分で申請してください。 

審査期間は、2～3週間です。  

 

  ① 資格外活動許可申請書 

     ※ 国際センターから申請書のEXCELデータをメール送付します。 

       パソコンでEXCELデータを入力し、国際センターまでメール送付してください。 

  ② 在留カード 原本 

  ③ パスポート 原本 

注意: 上記書類以外に、成績や出席率が著しく低い場合は大阪出入国在留管理局より理由書や関連する 

     資料の追加提出を求められる場合があります。 

     大阪出入国在留管理局より「追加提出通知」が届いた場合は、速やかに国際センター事務課に通知 

     された内容を国際センターに連絡しましょう。 在留資格をもらえるように一緒に書類を作成します。 

     また、更新後の在留カード（表裏）のコピーを必ず国際センターに提出してください。 

! 

Q.長期休暇期間に日本を出国したいのですが、何か必要な手続きはありますか？ 

  一時出国をするときは、必ず事前に『出入国記録票』を、国際センターに提出してください。  

  『出入国記録票』は国際センターにあります。 

  『帰国前チェックリスト』をもらって、出国する前に、いろいろな手続きを進めてください。 

A. 

 ◆みなし再入国許可  

出国後１年以内に日本での活動を継続するために再入国する 

場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。 

（この制度を「みなし再入国許可」といいます） 

ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国 

期限はその当日までとなりますので、注意してください。  

この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国 

出国記録の該当欄にチェックを入れてください。 

なお、手数料はかかりません。 

一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の出入国 

審査官に提示することになります。 
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Q5:各種手続について（17ページの続き） 



Q.卒業後も継続的に就職活動をしたいのですが、留学ビザのまま滞在してもよいですか？ 

大学を卒業した後、就職活動の継続を希望する場合は「特定活動」資格に変更することができます。 

「特定活動」資格は、半年間の滞在が可能です（在留期間更新は1回だけ申請できます）。 

在留資格の変更手続きには「大学からの推薦状」が必要です。 

「大学からの推薦状」発行を希望する方は、下記条件を確認し、国際センターに申し込みましょう。 

書類審査と面接があります。  

A. 

 ◆申請条件 

① キャリアセンターに求職登録し、就職活動を5件以上進めたことが分かる書類を提出できる者。 

② 学部生は累計GPAが2.0以上の者。 

   大学院生は成績優秀であり、指導教員より「推薦状」を発行してもらえる者。 

③ 日本語能力試験一級（N1）相当以上の日本語能力がある者。 

   日本語能力を証明できる書類がない方は、国際センターにご相談ください。 

! 注意:新しい在留カードをもらったら、新しい在留カードのコピーを、必ず国際センターに提出してください。 

        また、在留期間中は、毎月、国際センターに就職活動状況を報告してください。  

Q.内定をもらいました。でも勤務開始日まで、まだ数か月あります。今のビザのままで、滞在できますか？ 

Q5:各種手続について（17ページの続き） 

A. 大学で勉強するために「留学」資格が与えられますので、卒業後、就職活動の継続を希望する場合は「特定活動」 

資格に変更する必要があります。大学卒業後から勤務開始日まで滞在が可能です。 

在留資格の変更手続きには、企業に準備いただく書類が必要です。 

申請を希望する方は下記条件を確認の上、国際センターまたは内定先の企業にご相談ください。  

 ◆申請条件 

① 「留学」資格で在留している方。  

② 「特定活動」資格で就職活動を継続している方。 

 ◆対象者 
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特定活動資格申請の手続き 

 ① 特定活動期間中の「就職活動計画書」（様式A）を作成する。 

 ② 5件以上の就職活動をしたことを証明する書類を用意する。 

 ③ ②の内容をもとに、外国人留学生就職活動経過報告書」（様式B）に、必要事項を記入する。 

 ④ 日本語能力試験N1相当以上の日本語能力が分かる書類を準備する。  

 ⑤ 日本在留中の経費支弁能力証明（送金証明書や通帳のコピーなど）を準備する。 

    「推薦状」申し込み期間 ： （3月卒業者）3月初旬予定 

                      （9月卒業者）9月上旬予定 

 ⑥ 締め切り後、約１週間以内に実施される書類審査と面接を受ける。 

 ⑦ 被推薦者は、国際センターで推薦状を受け取り、大阪出入国在留管理局に行き、「特定活動」資格を 

    取得するために、資格変更許可申請を進める。 

① 日本国の教育機関を卒業したこと、または教育機関の課程を修了したこと。 

② 内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6か月以内に採用されること。 

③ 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への 

   変更が見込まれること。 

④ 内定者の在留状況に問題がないこと。 

⑤ 内定者と一定期間ごとに連絡をとること。内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に 

   連絡することについて内定先の企業が誓約すること。 



! 注意:内定者のための「特定活動」を許可された方は、一定の要件を満たせば、資格外活動の許可を受けて 

    1週間について28時間以内で行う資格外活動（アルバイト）が可能です。また、内定先の企業に 

    おいて、採用までにインターンシップを行う場合は、1週間について28時間を超える資格外活動許可を 

    受けることができます。（無報酬でインターンシップを行う方は、許可を受ける必要はありません。） 

Q.在留資格の申請手続きは、自分で申請しますか？ 

  国際センターで申請書類のチェックを受けた後、授業が入っていない時間に大阪出入国在留管理局に行き、申請しましょう。  

 ◆大阪出入国在留管理局 

住所： 〒559-0034  

    大阪市住之江区南港北1丁目29番53号 

    （コスモスクエア駅 ③番出口） 

電話： 0570 - 064259（内線：240） 

 

ホームページ： 

http://www.immi-moj.go.jp/index.html 

 

窓口時間： 9：00～12：00、 

        13：00～16：00（月～金） 

注意:年末年始等の休業については、 

     出入国在留管理局に直接 

    お問い合わせ下さい。  

! 

Q5:各種手続について（17ページの続き） 

A. 

1週間について28時間を超える資格外活動許可申請の方法 

以下①～④を準備し、大阪出入国在留管理局に行き、自分で申請してください。 

審査がとおれば、2～3週間で許可をもらえます。  

 

  ① 1週間あたり、28時間以内の資格外活動許可申請に必要な書類（前述で確認しましょう） 

  ② インターンシップを行う予定の機関（会社）が作成した、申請人の待遇を説明する文書 

     ※ 具体的に行おうとする活動内容、活動期間、活動時間、活動場所、報酬などを書いた書類。 

  ③ 在学証明書 

  ④ 成績証明書 
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内定後の「特定活動」資格への資格変更許可申請の方法 

① 在留資格変更許可申請書 

② 写真1葉（縦4cm×横3cm、最近3カ月以内に撮影） 

③ パスポートおよび在留カード 

④ 身分を証する文書等（戸籍謄本等）※ 代理人が申請に行く時に、必要です。 

⑤ 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜 

  ※ 申請人以外が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書およびその者が支弁するに 

     至った経緯について説明する文書を、提出してください。(例 経費支弁書、預金残高証明書など） 

⑥ これから変更する予定の就労ビザに、資格変更許可申請する時に必要な資料 

⑦ 内定した企業からの採用内定の事実および内定日を確認できる資料 

⑧ 連絡義務などの遵守が記載された誓約書 

⑨ 採用までに行う研修などの内容を確認できる資料（該当する活動がある場合に限る） 



Q6:大学生活をもっと楽しく（19ページの続き） 

アカデミックアドバイザーに対して、みなさんにして欲しいこと 

 アドバイザーが発表された後は、授業前後に、挨拶し、自己紹介をしましょう。 

 その後も１ヶ月に１回は自分から先生に連絡し、コミュニケーションをとりましょう。 

 特に勉強や生活のことなど、自分の状況を伝えることが重要です。 

 常にコミュニケーションを取っていると、アドバイザーから適切なアドバイスを受けることができます。 

  授業では、前の席に座るように心がけましょう。  

Q.外国人留学生同士の集まりはありますか？ 

A. 外国人留学生は、生活や勉強で心配になることも多いと思います。 

  そんな時は、外国人留学生の仲間に、気軽に相談することができます。 

  本学には中国人留学生学友会という団体があり、外国人留学生が交流しています。 

  また、国際センターに連絡して、同じ出身国の人を紹介してもらえるかご相談ください。 

  各種行事を企画していますので、積極的に交流しましょう。     

国際センターは、外国人留学生の学生生活を、サポートします！ 

外国人留学生が本学で安全に学生生活を過ごすために国際センターがあります。 

国際センターでは次の内容を取り扱っています。下記の内容以外にも、受け付ける場合があります。 

困った時は、一度、国際センターにご相談ください。  

 

① 学内・学外奨学金に関する手続き（奨学金受給証明発行を含む） 

② 授業料減免手続き 

③ 在留期間更新手続き・在留資格変更手続き（在留資格「留学」・「特定活動」に限る） 

④ 通学状況確認（毎月の在留カードの確認） 

⑤ 外国人留学生と外部団体との連絡とお知らせ（入国管理局対応を含む） 

⑥ 外国人留学生インターシップの紹介（毎年、夏・冬に応募し、キャリアセンターが受付窓口です。） 

⑦ 桃山学院大学留学生寮や外部財団の外国人留学生寮への入寮手続き 

⑧ 外国人留学生に関する様々な相談 

 （大学内のこと、学習のこと、その他プライベートのことなどなんでもOKです。） 

⑨ パソコンの貸し出し（聖ヨハネホールや国際センター横の多目的室での使用に限る）  など・・・ 

聖ヨハネホール（国際センターの横）の利用方法 

 国際センター事務課のとなりに聖ヨハネホール（国際交流室）があります。 

 他の外国人留学生や日本人学生との交流の場として大いに活用してください。  

 Wi-Fiも完備しており、飲食も可能です。 

◆国際センター事務課  

47 

 

◆Buddy制度  

日本での生活をスムーズに送れるように、日本人学生がサポートします。日本留学をさらに充実させましょう！ 

申込時期：毎年、春学期と秋学期に一回ずつ 

活動内容：Lunch Meeting(初顔合わせの場所を準備します) 

        昼休みを一緒に過ごしたり、休日に出かけたり、お互いに交流を深めます。  

        相互学習を行ったり、日本語やその他の言語も教え合いましょう。      



◆キャリアセンター事務課 （追加事項） 

Q7: 大学のことをもっと詳しく（22ページの続き） 

キャリアセンター主催、外国人留学生対象の『就職活動ガイダンス』等を開催します。 

以下は前年度のスケジュールのため、変更する場合があります。 

 

  7月：外国人留学生対象の就職ガイダンス（就職活動や資格取得のスケジュールを確認します。） 

 11月 ： 外国人留学生対象の企業合同説明会 （企業が大学に来て、会社説明会等を行います。） 

  1月 ： 外国人留学生対象の日本就職活動セミナー（日本で働く元留学生等が経験をお話しします。） 

 

留学生対象のインターンシップや資格取得を希望していますが、相談できますか？ 

留学生対象インターンシップの申し込みも、キャリアセンターで受け付けています（毎年、夏・冬に募集）。 

英語、簿記その他資格に関する課外講座を開講しています。 

受講費に対する奨学金制度も用意されていますので、積極的に利用してください。  

◆保健室 （追加事項） 

診察を無料で受けられます。 

内科医による健康相談・診察 ： 毎週火曜日 13：00～16：00   

精神科医による健康相談・診察 : 月1回 第4金曜日 13：00～16：00  

スポーツ整形外科医による健康相談・診察 ： 月1回 第2水曜日 13：00～16：00   

看護師による応急処置対応 : 平日9：10～16：40 

定期健康診断を受けると、どのような良いことがあるの？ 

学校保健安全法および学則75条の規定により、年1回4月に定期健康診断を実施しています。  

必ず受診してください。 

未受診の場合、奨学金や外部の寮などの申し込み、ボランティア活動、就職活動の際に必要な「健康診断 

証明書」の発行が出来ず、自費にて健康診断を受けていただくことになるのでご留意ください。  
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国際センターに提出する『新年度提出書類』のご案内 

◆提出期限 

 （春入学の方）新入学・転編入の外国人留学生 → 4月3日（水）16：40まで 

            2回生以上の外国人留学生 → 4月17日（水）16：40まで 

                   

 （秋入学の方）新入学の外国人留学生 → 留学生オリエンテーション当日の16：40まで 

            2年生以上の外国人留学生 → 10月7日（月）16：40まで 

①留学生調査書 

  M-Port → 共通 → アンケート → アンケート回答 → 留学生調査書についてのアンケート 

   

【M-PortのURLとQRコード】 https://portal.andrew.ac.jp/uprx/ 

 

  

②在留カード（両面）、国民健康保険証、パスポート、ゆうちょ銀行カード（または通帳）、 

  日本語能力が分かる証明書のコピーを、台紙に貼って、国際センター窓口に提出してください。 

  台紙は、下記の順にダウンロードしてください。 

 

【台紙のダウンロード方法】 

  桃山学院大学のホームページ → 入学予定の方 → 新入生の方へ（経営学科、経済学科、社会学科、 

ソーシャルデザイン学科、英語・国際文化学科、法律学科へ入学する方）→  

Point8（外国人留学生の皆さんへ）→ 8⃣外国人留学生の皆さんへ（外国人留学生 手続き案内ページ） 

→ 3.各種証明書の提出（【台紙】ダウンロード） 

◆M-Portの通知を母国でも見ることができるように、プライベートのメールアドレスをM-Portに登録しましょう。 

授業案内、各種奨学金の募集やイベント行事の日時などの大切な情報を、『お知らせ』として、 

国際センターから送付します。 

母国でも『お知らせ』を受け取れるメールアドレスを、下記の外国人留学生のメールアドレスに送信してください。 

メールを送信した後、国際センターから返信メールが届きます。 

 

    外国人留学生の専用メールアドレス ： ryugakusei@andrew.ac.jp 

   メール内容： 学籍番号、氏名、メールアドレス（QQ、163、Yahoo、Gmail、naver等） 

 

毎年、下記書類を忘れずに、国際センターに提出しましょう。 
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◆提出物 

◆国際センターにメールを送信してください。 



外国人留学生の年間スケジュール（春学期） 
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外国人留学生の年間スケジュール（秋学期） 
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桃山学院大学  

国際センター事務課     

大阪府和泉市まなび野1-1 

TEL 0725-92-7531㈹ 

FAX 0725-54-3215 

MAIL ryugakusei@andrew.ac.jp 


